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２．行政改革大綱の計画期間 

  計画期間は、第２次愛西市総合計画（以下「第２次総合計画」という。）との整合性を図りなが

ら、平成３０年度から平成３３年度（２０２１年度）までの４年間とし、具体的な取組については

毎年度、進捗状況の管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            豊かな農産物や川、緑などの「自然」と、心のあたたかさや地域の絆など

の「ひと」。これらは本市の大きな魅力であり、強みです。私たちの財産で

ある「ひと」と「自然」を誇りに思い、愛し、次世代に伝えていけるよう、

そしてまちづくりの過程においてこれらの魅力が市内外に広がり、多くの人

に愛される愛西市となっていくよう、将来都市像を「ひと・自然 愛があふ

れるまち」とします。 

 

  第２次総合計画に位置付けた、これからの地域づくりや市民の豊かな暮らしの実現に向けた事業

を推進します。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

第３ 行政改革の取組方向 

  地方自治法第２条に、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に

努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定されてい

ます。行政改革は、行政の役割・あり方、組織・職員体制、行政サービスの提供方法など、行政運

営全般について、見直しを行っていく取組です。 

 

１．行政改革の基本理念 

 

 

 

 

 

 

第２次総合計画の計画期間 

【平成３０年度～平成３７年度（２０２５年度）】 

  

 

 

 

前期計画：平成 30年度～ 

        平成33年度(2021年度) 

後期計画：平成34年度(2022年度)～ 

平成37年度(2025年度) 

第２次行政改革大綱の計画期間 

【平成３０年度～平成３３年度（２０２１年度）】 

第２次総合計画で定めた市の将来都市像 

「 ひと・自然  愛があふれるまち 」 

『「経営型行政運営のさらなる推進」 

～市民から信頼される、安定した行財政運営～』 
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本市はこれまで、公平性・平等性・合法性・統一性を主眼とした画一的な『管理型の行政運営』

から、迅速性・的確性・効率性・実効性を追求する『経営型の行政運営』への転換を図ってきまし

た。 

 第２次行政改革大綱では、『経営型の行政運営』をさらに推進することにより、市民から信頼さ

れる安定した行財政運営を図ります。 

 

２．行政改革の目標 

「行政改革の基本理念」に基づいて、「行政改革の目標」を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

（１）行政サービスの提供について、市、市民、地域、ＮＰＯ及び民間企業など様々な担い手が 

適切に役割分担し、幅広く連携・協働する姿をめざします。 

 

（２）限られた行政の経営資源（財源・人材・資産・情報・時間）を最大限に活用することによ 

り、さらなる行政サービスのコストパフォーマンス（費用対効果）や質の向上をめざします。 

 

（３）多種多様な行政ニーズに応え続けられるよう、強固な財政基盤の確立をめざします。 

 

３．行政改革の視点 

 「行政改革の目標」を実現するために、次の３つを行政改革の視点とします。 

（１）地域や民間の力の結集 

市民、地域、ＮＰＯ及び民間企業など様々な担い手と連携・協働を推進することで、行政 

サービスの質の向上に努めます。 

 

（２）行政の経営資源の最大限の活用 

予算編成、人員配置、組織や施設の見直しなどにおいて、行政サービスの質を最大限に高 

めるため、ベストミックス（効率性）を追求します。 

 

（３）事務事業の積極的な見直しと財政健全化 

   歳入の最大限の確保を図るとともに、歳出面では市が果たすべき役割・責任を踏まえた「選 

択と集中」の視点を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『「第２次総合計画」を推進する行財政体制の確立』 
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基本

理念

目標

視点

主要取組事項

１０本の柱

（10～19ページ）

個別取組事項

１０２項目

（24～44ページ）

取組の体系図 『「経営型行政運営のさらなる推進」 

～市民から信頼される、安定した行財政運営～』 

『「第２次総合計画」を推進する行財政体制の確立』 

（1）行政サービスの提供について、市、市民、地域、

ＮＰＯ及び民間企業など様々な担い手が適切に役

割分担し、幅広く連携・協働する姿をめざします。 

（2）限られた行政の経営資源（財源・人材・資産・情

報・時間）を最大限に活用することにより、さらな

る行政サービスのコストパフォーマンス（費用対効

果）や質の向上をめざします。 

（3）多種多様な行政ニーズに応え続けられるよう、強 

固な財政基盤の確立をめざします。 

（1）地域や民間の力の結集 

（2）行政の経営資源の最大限の活用 

（3）事務事業の積極的な見直しと財政健全化 

①市民などとの連携・協働 

②民間活力の活用 

③事務事業の見直し 

④市外郭団体、特別会計・公営企業の健全経営 

⑤市有資産の適正管理（公共施設等の活性化を含む） 

⑥「地方分権改革」や「まち・ひと・しごと創生（地方

創生）」の推進への対応と自治体間の連携 

⑦人材の育成・活用、職員に対するワーク･ライフ･バラ

ンスの推進 

⑧組織の活性化 

⑨定員の適正管理 

⑩健全で持続可能な財政基盤の確立 


